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と　　　　　　　　きと　こ　ろ地　区

午前９時３０分～午後４時３０分１月７日�・８日�渡波公民館（２階談話室）渡波地区

午前９時３０分～１０時３０分

１月５日�

折浜集会場

荻浜地区

午前１１時～正午桃浦漁村センター

午後１時～２時月浦漁村センター

午後２時３０分～４時３０分荻浜支所（２階会議室）

午前１０時３０分～１１時３０分

１月６日�

狐崎漁村センター

午後１時～２時福貴浦かき処理場

午後２時３０分～３時３０分東浜小学校（ランチルーム）

午前１０時～正午１月１２日�蛇田公民館蛇田地区

午後１時３０分～３時３０分１月１２日�稲井公民館稲井地区

午前１０時３０分～正午１月１４日�田代島開発総合センター田代地区

【出張受付会場】

固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
お
よ
び
不
均
一
課
税

※最寄りの会場で、申告してく

ださい。

（どこの会場でも申告できます）

※例年、申告期間の後半は大変

込み合いますので、早めに申

告をお願いします。

　

平
成　

年
１
月
２
日
か
ら
平
成　

年
１
月
１
日
ま
で
の
間（
新
規
・
企
業

21

22

立
地
促
進
法
関
連
は
同
意
日
以
降
）に
製
造
業
な
ど
の
用
に
供
す
る
設
備
を

新
増
設
し
た
場
合
、固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

概
要
は
、左
記
の
と
お
り
で
す
。

問　

資
産
税
課（
内
線　

・　

）・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

248

448

　

今
年
１
月
１
日
現
在
で
、事
業
用
の
償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方
は
、２
月
１
日
�
ま
で
に

申
告
が
必
要
で
す
。

　

申
告
書
は
、　

月
中
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
が
、届
か
な
か
っ
た
り
、昨
年
中
に
新
た
に

12

事
業
を
始
め
た
方
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問　

資
産
税
課（
内
線　

・　

）・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

448

449

措置内容要　　　　　件対象地域区　分

課税免除
（3年間）

○製造業、ソフトウェア業、旅館業
　・工業生産設備等の取得価格2,700万円超

河北・雄勝
北上・牡鹿

過疎地域

不均一課
税

（3年間）

○製造業
　・工業生産設備等の取得価格2,700万円超
○道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
　・増加雇用者15人以上
　・建物、機械装置等取得価格2,700万円超

石巻・河北
雄勝・牡鹿

原子力発電施設
等立地地域

課税免除
（3年間）

○製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、
　運輸業、卸売業、自然科学研究所など
　・工業生産設備等の取得価格２億円超
○農林漁業関連業種
　（食料品製造業、飲料・飼料製造業、木材・木
製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、飲
食料品卸売業、プラスチック製品製造業、ゴム
製品製造業）

　・工業生産設備の取得価格5,000万円超
　※宮城県知事からの「企業立地計画」の承認が
　　必要です。

市内全域
（新規）
企業立地促進法
同意集積地域

申告受付日程表 償
却
資
産
の
申
告
は
、２
月
１
日
ま
で
！ 

早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
!

と　　　　　　　　きと　こ　ろ

午前９時～午後４時３０分

１月１５日�
～２月１日�
（土日を除く）

石巻市役所（本庁中庭第６会議室）

１月４日�
～２月１日�

（土日・祝日を除く）

河北総合支所　市民生活課
雄勝総合支所　市民生活課
河南総合支所　市民生活課
桃生総合支所　市民生活課
北上総合支所　市民生活課
牡鹿総合支所　市民生活課

【本庁・各総合支所受付会場】
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住
宅
を
新
築
・
増
築
し
た
方
へ 

「
住
宅
用
地
の
申
告
」
は 

2
月
1
日
ま
で 

　

今
年
１
月
１
日
現
在
、
居
住
用
に

使
用
し
て
い
る
土
地
（
住
宅
用
地
）

は
固
定
資
産
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

申
告
を
し
て
い
た
だ
く
方

　

昨
年
中
に
住
宅
を
新
築
・
増
築
し

た
方
、
ま
た
は
取
り
壊
し
た
方
、
な

ら
び
に
住
宅
を
建
て
替
え
た
方
（
建

替
特
例
用
）

申
告
内
容

　

住
宅
の
所
在
地
・
地
番
、
所
有
者

の
住
所
・
氏
名

申
告
期
限

　

２
月
１
日
�
ま
で
に
、
印
か
ん
を

持
参
の
上
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
用
紙
は
資
産
税
課
ま
た
は
各
総

合
支
所
・
各
支
所
の
窓
口
に
あ
り
ま

す
。

問　

資
産
税
課
（
内
線　

・　

）

248

448

　
　

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

市
・
県
民
税
の

市
・
県
民
税
の 

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

　

平
成　

年
か
ら
平
成　

年
ま
で
に

11

18

入
居
し
た
方
を
対
象
と
し
た
、
市
・

県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
は
毎
年
申
告
が
必
要
で
し
た

が
、
平
成　

年
度
か
ら
、
年
末
調
整

22

や
確
定
申
告
で
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
を
受
け
て
い
れ
ば
原
則
と
し

て
、
市
に
対
す
る
申
告
が
不
要
と
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年
か
ら
平
成　

年

21

25

ま
で
に
入
居
さ
れ
た
方
も
対
象
と
な

る
新
た
な
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
控
除
を

受
け
る
最
初
の
年
は
、
確
定
申
告
が

必
要
で
す
。

問　

市
民
税
課
（
内
線　

･　

）

240

278

家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
へ 

　

お
済
み
で
す
か 

「
家
屋
の
滅
失
届
」

　

昨
年
中
に
、
家
屋
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
取
り
壊
し
た
り
、
用
途
変
更

（
住
宅
か
ら
店
舗
な
ど
へ
の
変
更
）が

あ
っ
た
場
合
は
「
家
屋
の
滅
失
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
を
し
な
い
と
、
そ
の
ま
ま

課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
印

か
ん
を
持
参
の
上
、
届
け
を
出
し
て

く
だ
さ
い
。
届
出
用
紙
は
、
資
産
税

課
ま
た
は
各
総
合
支
所
・
各
支
所
の

窓
口
に
あ
り
ま
す
。

問　

資
産
税
課
（
内
線　

・　

）・
各

247

254

　
　

総
合
支
所
市
民
生
活
課

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
回
申
請
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
受
付
期
間
】　

　

２
月
１
日
�
〜　

日
�
午
後
５
時

15

ま
で
管
財
課
必
着

【
申
込
方
法
】　

　

郵
送
（
宅
配
便
を
含
む
。
特
定
記

録
郵
便
な
ど
、
到
着
日
時
が
確
認
で

き
る
方
法
と
し
て
く
だ
さ
い
）
の
み

と
し
ま
す
。
持
参
に
よ
る
受
け
付
け

は
し
ま
せ
ん
。

※
各
申
請
要
領
、
申
請
書
類
お
よ
び

格
付
け
に
係
る
様
式
は
、
い
ず
れ
も

１
月
４
日
�
か
ら
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.c
ity
.is
h
in
o

m
a
k
i.lg
.jp
/
k
a
n
z
a
i/
p
o
s
tin
g

/
p
o
s
tin
g
-m
e
n
u
.js
p

）
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、市
の
設
計
図
書
閲
覧
室（
市

役
所
本
庁
舎
北
側
駐
輪
場
並
び
）
お

よ
び
各
総
合
支
所
に
も
用
意
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
自
由
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

【
申
請
書
類
な
ど
の
郵
送
先
】

〒　

－

8
5
0
1
石
巻
市
日
和
が

986
丘
一
丁
目
１
番
１
号
・
石
巻
市
総
務

部
管
財
課
契
約
グ
ル
ー
プ

※
各
申
請
書
類
な
ど
が
市
に
配
達
さ

れ
た
か
を
確
認
す
る
場
合
に
は
、
送

付
を
依
頼
し
た
会
社
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問　

管
財
課
�　

－

6
6
1
1
・　

23

　
　
　

－

6
6
1
2
（
直
通
）

23

管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管
財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財財
課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
ららららららららららららららららららららららららららららら

管
財
課
か
ら 

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「
業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登
録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」ののののののののののののののののののののののののののののの
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知
ららららららららららららららららららららららららららららら
せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

「
業
者
登
録
」の
お
知
ら
せ

１　

建
設
工
事
ま
た
は
測
量
・
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
の
入
札
参

加
資
格
申
請

　

平
成　

・　

年
度
、
市
が
発
注
す

22

23

る
建
設
工
事
や
測
量
・
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
等
業
務
の
競
争
入
札
に
参

加
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
の
方
々
を

次
の
と
お
り
受
け
付
け
し
ま
す
。

　

既
に
登
録
済
み
の
方
も
、
平
成　
22

年
３
月　

日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま

31

す
の
で
、新
た
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

２　

物
品
購
入
・
役
務
提
供
の
入
札

参
加
資
格
申
請
（
補
充
登
録
）

　

平
成　

年
度
、
市
が
発
注
す
る
物

22

品
購
入
や
役
務
提
供
の
競
争
入
札
に

参
加
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
の
方
々

を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
し
ま
す
。

　

既
に
登
録
済
み
の
方
は
、
有
効
期

限
が
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
と

23

31

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
回
申
請
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３　

小
規
模
契
約
希
望
者
登
録
申
請

（
補
充
登
録
）

　

平
成　

年
度
、
市
が
発
注
す
る
小

22

規
模
契
約
（
履
行
が
容
易
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
、
予
定
価
格
が　

万
円

50

未
満
の
小
規
模
の
も
の
）
を
希
望
す

る
事
業
者
の
方
々
を
次
の
と
お
り
受

け
付
け
し
ま
す
。

　

既
に
登
録
済
み
の
方
は
、
有
効
期

限
が
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
と

23

31

カーエレクトロニクス 
研修会の開催

　カーエレクトロニクスの現状と今
後の展望をテーマに研修会を開催し
ます。多くの皆さんの参加をお待ち
しています。
◆研修会①
と　き　１月 15日�
　　　　午後１時 30分～３時
内　容　パワートレインの環境技術
－ Sustainnable　Mobility の 実
現に向けて－

講　師　トヨタ自動車株式会社
　エンジンプロジェクト推進部
　部長　杉山　雅則氏
◆研修会②
と　き　１月 29日�
　　　　午後１時 30分～３時
内　容　人と環境にやさしい自動車
－日本の技術開発と世界の走行－

講　師　独立行政法人交通安全環境
研究所　室長　成澤　和幸氏

※いずれも、会場は石巻専修大学２
号館「2101 教室」となります。

参加無料
申込方法　 申込書類に記入の上、Ｅ
メールまたはＦＡＸで申し込みく
ださい。なお、申請書類はホーム
ペ ー ジ（http://www.isenshu-
u.ac.jp/general/outreach_cent-
er/car/news/vol2.html）からダ
ウンロードできます。

申・問　市企業立地推進課（内線
619）・FAX21 － 2022
Ｅメール
iscompconv@city.ishinomaki.lg.jp


